
 

  

自動車公売案内 

公売の期日：令和８年２月２５日 

公売の場所：宮崎県高鍋総合庁舎 ３階 大会議室 

執行機関：宮崎県高鍋県税・総務事務所 

（お問合せ先） 

宮崎県高鍋県税・総務事務所 納税担当 

ＴＥＬ：０９８３－２３－０２１３ 

担 当：壱岐・竹原 
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公売の概要 

１．  公売期日  

 令和８年２月２５日（水） 

２．  公売場所  

 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１ 宮崎県高鍋総合庁舎３階 大会議室 

３．  公売方法  

 入札 

４．  入札・開札日時  

 入札：令和８年２月２５日（水）午前１０時００分から午前１０時２０分まで 

 （注）午前１０時００分までに入室してください。 

開札：令和８年２月２５日（水）午前１０時２１分から 

５．  売却決定日時・場所  

 日時：令和８年３月４日（水）午前１０時００分 

 場所：宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１ 

宮崎県高鍋総合庁舎１階 宮崎県高鍋県税・総務事務所 

６．  買受代金納付期限  

 令和８年３月４日（水）午前１０時３０分 

７．  注意事項  

（１） 本件公売財産は、高鍋総合庁舎敷地内の車両保管場所において現況のまま直接引渡し

ます。レッカー車等による搬送を想定の上御準備ください。 

（２） 本件公売財産についての下見・内覧を御希望の場合は、希望日の前日までに高鍋県

税・総務事務所納税担当まで事前予約のお電話をお願いします。 

下見・内覧期間：２月１７日～２０日  ９時３０分～１６時３０分 

電話受付：平日８時３０分～１７時 （０９８３－２３－０２１３） 

（３） 買受代金は、上記買受代金納付期限までに現金にて一括で納付してください。 

（４） 落札後、買受人は速やかに本件公売車両の名義変更又は抹消登録を行ってください。 

（５） 公売参加資格及び入札方法については、別紙「公売参加の手引」を御覧ください。 

８．  持参していただく物  

（１） 委任状：代理人が入札する場合は、代理権限を証する委任状が必要です。 

（２） 本人確認書類：おいでになる方（代理人が入札手続を行う場合には、代理人本人）の

運転免許証、マイナンバーカード等写真付きの公的機関発行の証明書等。 
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法人代表者の場合には、商業登記簿に係る登記事項証明書等の代表権限を有する事

を証する書面。 

 

公売財産の明細

ＤＡＡ－ＺＶＷ５１

２ＺＲ-１ＮＭ

１８２０８

００１９

１．初度登録　　　令和元年７月

２．車検有効期限　令和６年７月３０日

３．総排気量　　　１．７９Ｌ

４．走行距離　　　６６，０１３ｋｍ

５．その他　　　　ドア数：４

　　　　色：黒

　　　　ＡＴ車

そ

の

他

1

　公売財産については現状のまま公売しますので、車両状態の詳細に

ついては別紙「現状の車両状態」を確認してください。

　見積価格には、消費税・地方消費税相当額が含まれています。

トヨタ（プリウス）

売却

区分

番号

ＺＶＷ５１－６１０８７２８

見積価格（円）

公売保証金（円）

４４０，０００円

不要

公売財産

の

概要

車名

型式

車台番号

原動機の型式

型式指定番号

類別区分番号
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【車両の状況】 

○外装については、ボンネットに線状の浅い傷が一箇所あります。 

内装については、車内全体にカビが発生しています。 

 

○３年程度使用せずに屋内にて保存されていた車両であるため、タイヤの空気が抜けて

います。 

 また、バッテリーが上がっているため、現状ではエンジンをかけることができません。 

（外部のバッテリーと接続した際に、一時的にエンジンの動作を確認しています。） 

 

○車両の座席部分に合皮のカバーが被せてあります。 

 

 

【付属品】 

○自動車検査証記録事項 

○再資源化預託金等証明書 

○鍵１個（メカニカルキー内蔵） 

○発煙筒 

 

【特記事項】 

 

○記載内容は、正確な内容を保証するものではありません。 

本件公売財産に隠れた瑕疵があっても、執行機関たる県は担保責任を負いません。 

○本件公売財産の状況については、高鍋県税・総務事務所職員が目視で確認したもので

す。 

○本件車両は、買受人となった方に保管場所にて直接引渡します。 

○本件車両は現状で自走できない状態であるため、買受人となった方はレッカー車等に

よる搬送を想定の上御準備ください。 

○運送業者に依頼して引渡しを受ける場合の運送費用は、すべて買受人の負担となりま

す。 

○落札後、買受代金納入期限までに代金の納入が確認できない場合は、売却決定を取り

消します。 

○本件公売物件については相当期間使用されていたことを容認して買受けるものであ

り、契約締結後について、宮崎県に対して本件財産の品質を理由とする一切の追完請求、

現状の車両状態 



4 

 

契約の解除、損害賠償等の一切の責任を求めないものとし、入札に参加してください。 

○別紙「公売参加の手引」を御参照の上、入札をお願いいたします。 

 

 

【下見について】 

 

○本件公売財産の下見・内覧を御希望の際は、希望日の前日までに高鍋県税・総務事務

所納税担当まで事前予約のお電話をお願いします。 

※下見・内覧期間：２月１７日～２０日 ９時３０分～１６時３０分 

 電話受付：   平日８時３０分～１７時 （０９８３－２３－０２１３） 

 

【車両状態写真（令和８年２月６日撮影）】 
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ボンネットに線状の傷あり 



7 

 

公売参加の手引 

１． 公売参加資格 

 原則として、どなたでも入札することができますが、次の（１）から（３）に該

当する者は、入札することができません。 

（１） 滞納者（国税徴収法第９２条） 

（２） 国税徴収法第１０８条の規定により、公売参加の制限を受けている者 

（３） 暴力団関係者（宮崎県暴力団排除条例第６条） 

 

２． 入札 

（１）  入札時間は、令和８年２月２５日（（水）午前１０時００分から午前１０

時２０分までです。 

入札締切の時間までに入札書が投函されていない場合は、手続の途中

であっても入札に参加することはできません。 

（２）  入札前に、「暴力団排除に関する誓約書」及び代理人が入札する場合は

委任状を提出してください。 

（３）  入札者は、所定の入札書により入札してください。 

（４）  入札書に記載する住所及び氏名は、住民登録上の住所・氏名（法人の場

合は商業登記簿上の所在地・商号）を記載してください。 

（５）  一度提出した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更又は取消し

をすることはできません。 

なお、記載事項を誤った場合は、訂正せずに新しい入札書に書き直して

入札してください。 

 

３． 開札 

 入札書は、入札者の面前で開札します。入札者又は代理人が開札の場所にいない

場合は、公売事務担当外の職員が立ち会いを行います。 

 

４． 最高価申込者の決定 

 売却区分ごとに、入札価格が見積価格以上で、かつ最高価格の入札者を最高価申

込者として決定します。 
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５． 追加入札 

 最高価格かつ同額による入札者が２名以上ある場合は、当該入札者間で追加入札

を行って最高価申込者を決定します。追加入札による最高価格も同額であるときは、

くじで最高価申込者を決定します。くじを引かない者があるときは、公売事務に関

係しない職員をして代わってくじを引かせます。 

（１）  追加入札の入札価格は、当初入札価格以上でなければなりません。 

当初の入札価格に満たない価格で追加入札したとき、又は追加入札をす

べき者が入札しなかったときは、当初の価格により入札があったものとみ

なします。 

（２）  追加入札をすべき者が入札しなかった場合、又は追加入札価格が当初入

札価格に満たなかった場合は、国税徴収法第１０８条の規定により、その事

実があった後２年間、公売場所への入場、入札等を制限することがあります。 

 

６． 売却決定 

 公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。 

 

７． 権利移転の時期等 

（１）  原則として、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。 

（２）  公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額が負担された時に買受人

に移転します。 

したがって、買受代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失によ

る損害は買受人の負担となります。 

 

８． 権利移転手続 

 権利移転登録に必要な書類及び費用については、買受人に別途お知らせします。 

 

９． 消費税及び地方消費税相当額 

 公売財産は、消費税法上で課税対象となっていますので、見積価格、入札価格、

売却決定価格に消費税及び地方消費税相当額が含まれています。 

 このため、売却決定は入札書の入札価格欄に記載された金額をもって行います。 

 なお、インボイス制度には対応しておりません。 

 

１０． 再度入札 

 入札者がいないとき又は入札価格が見積価格に達しないときは、再度入札を行う

場合があります。 
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１１． 買受申込みの取消し 

 公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場

合（地方税法第１９条の７参照）には、最高価申込者は、滞納処分の続行が停止し

ている間は公売財産の買受申込を取り消すことができます。 

 

１２． 売却決定の取消し等 

（１） 最高価申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による買受申込み

や公売の実施を妨げる行為があった場合等（国税徴収法第１０８条参照）

には、この者に対する最高価申込者等の決定を取り消します。 

（２） 売却決定を受けた者が買受代金を納付期限までに納付しないときは、そ

の売却決定を取り消します。 

（３） 売却決定に基づく買受代金の納付前に公売に係る県税の完納の事実が証

明された場合は、その売却決定を取り消します。 

  



10 

 

公売場所の御案内 

 

宮崎県高鍋総合庁舎 ３階 大会議室 

（住所：宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１） 

 

 

高鍋高校 

ＭＡＳＵＤＡスタジアム（野球場） 

宮崎県 

高鍋総合庁舎 

お問合せ先 

 宮崎県高鍋県税・総務事務所 

 TEL：（０９８３）２３－０２１３（平日８時３０～１７時） 

 FAX：（０９８３）２３－０２７１ 

 担当：納税管理課（納税担当（壱岐・竹原 


